
相生学院高等学校 学則 

 

第１章 総則 

 

（目的） 

第 1 条 本校は、教育基本法及び学校教育法の定めに従い、中学校教育の基礎の上に、

心身の発達に応じて、通信による高等普通教育を施すことを目的とする。 

（名称） 

第 2条 本校は、相生学院高等学校という。 

（位置） 

第 3条 本校は、兵庫県相生市野瀬 700番地に置く。 

（課程、学科、収容定員及び修業年限） 

第 4条 本校の課程、学科、収容定員、修業年限は次のとおりとする。 

 通信制課程（単位制）、普通科 

 収容定員 570人 

 修業年限 3年以上 

 

第２章 学期及び休業日  

 

（学期） 

第 5条 学期は 2期制とし、各学期は次のとおりとする。 

  前期 4月 1日から 9月 30日まで 

  後期 10月 1日から 3月 31日まで 

（休業日） 

第 6条 本校の休業日は、次のとおりとする。 

 （1）国民の祝日に関する法律に規定する日 

 （2）土曜日及び日曜日 

 （3）春季休業日 3月 21日から 4月 5日まで 

 （4）夏季休業日 7月 25日から 8月 31日まで 

 （5）冬季休業日 12月 22日から 1月 8日まで 

 （6）創立記念日 

２ 校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない事情があるときは、前項に関わ

らず、休業日に授業を行うことができる。又休業日を出校日とし、若しくは出校

日を休業日にすることができる。 

  



第３章 教育課程、学習指導、学習の評価及び卒業 

 

(教育課程) 

第 7条 本校の教育課程は、学習指導要領の定める基準により、別表のとおり校長が編

成する。 

（学習指導） 

第 8条 学習指導は、校長が編成する教育課程に基づき、教科用図書、通信教育用学習

図書、その他の教材の使用による学習並びに添削指導、面接指導、試験等の方法によ

り行うものとする。 

（面接等の指導） 

第 9条 生徒は、本校において、定められた時数の面接等の指導を受けなければならな

い。 

（学習の評価） 

第 10条 学習の評価の方法は、校長が定める。 

（単位の認定） 

第 11 条 校長は、添削指導、面接指導、試験等の成績を総合判定し、単位修得を認定

する。 

２ 校長は、単位修得を認定した生徒に、成績証明書及び単位修得証明証を交付する 

 ことができる。 

（卒業の認定） 

第 12条 校長は、卒業に必要な本校所定の全課程を修了したと認めた生徒について、3

月若しくは 9月に卒業の認定を行い、卒業証書を授与する。 

 

第４章 入学、留学、休学、退学及び転学 

 

（入学資格及び入学時期） 

第 13 条 本校に入学することができる者は、中学校若しくはこれに準ずる学校を卒業

した者又は次の各号の一に該当するものとする。 

 （1）海外において、学校教育における 9年の課程を修了した者 

 （2）文部科学大臣が中学校の課程に相当する課程を有するものとして指定した在外

教育施設の当該課程を修了した者 

  (3) 文部科学大臣の指定した者 

（4）その他、本校において、中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた 

 者 

２ 入学の時期は、毎年 4月と 10月とする。 

 



(教育を行う区域) 

第 14条 通信教育は全国 47都道府県に住所を有する生徒に対して行うものとする。 

２ 学習等支援施設として、次の学習センターを置き、収容定員を定める。 

(1)   東京学習センター 収容定員 20名 

     東京都渋谷区東 1-26-30 

(2)   神戸学習センター 収容定員 20名 

     神戸市中央区筒井町 1-3-17  

   (3) 明石学習センター 収容定員 20名 

      明石市西明石町 5-15-16 

   (4) 加古川学習センター 収容定員 180名 

加古川市加古川町北在家 2723 

(5) 姫路学習センター 収容定員 90名 

      姫路市古二階町 166 

   (6) 三田学習センター 収容定員 20名 

      三田市中央町 5-19 

   (7) 猪名川学習センター 収容定員 75名 

      兵庫県川辺郡猪名川町若葉 2-41 

   (8) 多可学習センター 収容定員 5名 

      兵庫県多可郡多可町加美区豊部 1879-1 

   (9)  宍粟学習センター 収容定員 10名 

      宍粟市山崎町塩山 37-17 

  （10）淡路学習センター 収容定員 10名 

     淡路市釜口 1326番地 

  （11）洲本学習センター 収容定員 10名 

     洲本市物部 2-14-5 

   (12) 岡山総合学習センター 収容定員 10名 

      岡山市東区穴甘 65-12 

   (13) 尾道学習センター 収容定員 80名 

      尾道市東御所町 1-20 

（寄宿舎） 

第 15条 寄宿舎は、これを置かない。 

（生徒募集の広告） 

第 16 条 生徒募集に関して必要な事項については、校長が定め、毎年予めこれを告示

する。 

（出願手続） 

第 17 条 入学を希望する者は、所定の入学願書その他の書類に入学検定料を添え、願



い出なければならない。 

（入学者の選考及び入学許可） 

第 18条 校長は、入学を希望する者には、選考を行い、入学を許可する。 

２ 前項の規定による選考は、調査書その他必要な書類等を資料として行う。 

（入学手続） 

第 19 条 入学を許可された者は、所定の期日までに、保護者（子女に対して親権を行

う者、親権を行う者がいないときは、後見人をいう。以下同じ）及び保証人連署の誓

約書並びにその他の書類に入学金を添えて校長に提出しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、満 18歳に達した者は、保証人及び本人とする。 

３ 手続が、所定の時期までに行われないときは、入学の許可を取り消すことができ 

 る。 

（編入学及び転入学） 

第 20 条 本校に編入学又は転入学を希望する生徒がある場合、校長はその事情及び適

性を審査した上で、これを許可することができる。 

（再入学） 

第 21 条 校長は、一旦転学又は退学した者が再入学を願い出た場合は、その事由が正

当であると認められたときに限り、再入学させることができる。 

（保護者及び保証人） 

第 22 条 保護者は、生徒の責任を負うものとし、常に学校の行う教育活動に協力しな

ければならない。 

２ 保証人は、保護者に事故のあるときは保護者に代わり、前項に規定する責務を果 

たさなければならない。 

（保証人の変動） 

第 23 条 校長は、保証人が適当でないと認められるときは、これを変更させることが

できる。 

第 24 条 保護者又は保証人が転籍、転居または氏名変更、その他一身上に変動があっ

た場合は、速やかに届け出なければならない。 

２ 前項の変動が死亡または失踪もしくは破産等に係るものであるときは、改めて保

証人を定めなければならない。 

（留学） 

第 25条 生徒が海外の高等学校へ留学しようとする場合は、保護者と連名で願い出て、

校長の許可を受けなければならない。 

２ 校長は前項の願い出が教育上有益であると認められるときは、1年以内の期間で

留学を許可することができる。 

（休学） 

第 26条 生徒が、病気その他やむを得ない事由のため、連続 3ヶ月以上のレポートを 



提出することができない場合は、その事由を明らかにし、保護者（保証人）との連名

で休学を願い出ることができる。ただし、疾病による場合は、医師の診断書を添える

ものとする。 

２ 校長は、前項の事由が正当であると認めるときは、休学を許可することができる。 

（復学） 

第 27条 前条の規定により、休学中の生徒が、休学期間内に復学しようとするときは、

その事情を明らかにし、保護者（保証人）と連名で願い出て、校長の許可を受けなけ

ればならない。ただし、疾病による休学の場合は、医師の診断書を添えるものとする。 

（退学） 

第 28 条 生徒が退学しようとするときは、所定の書類にその事由を明らかにし、保護

者と連名で願い出て、校長の許可を受けなければならない。 

（転学） 

第 29 条 生徒が転学しようとするときは、所定の書類にその事由を明らかにし、保護

者と連名で願い出て、校長の許可を受けなければならない。 

（出校停止） 

第 30 条 校長は、生徒が伝染病に罹り、またその恐れがあるとき、その他必要がある

と認められるときは、その生徒に対し、出校停止を命じることができる。 

（除籍） 

第 31条 校長は、次の各号のいずれかに該当する生徒を除籍することができる。 

（1）正当な理由なく、かつ、所定の手続きを行わず、授業料納入を 3ヶ月以上怠り、そ

の後においても納入の見込みがないと認めた生徒 

（2）連続 3年度間単位未修得の生徒 

（3）在籍期間が 8年を超える生徒 

（4）死亡した者又は不明となった生徒 

 

第５章 生徒納付金等 

 

（生徒納付金） 

第 32条 本校の入学金、授業料及び諸経費等は、別表 2のとおりとする。 

２ 授業料及び諸経費は、本校に在籍する間は、年度の始めに年度分の前納、若しく

は、前期・後期ごとに、各期分を前納しなければならない。 

３ 既納の生徒納付金は返還しない。ただし、特別の事情があると校長が認めたとき

は全部又は一部を返還することができる。 

（生徒納付金の免除） 

第 33 条 校長は、生徒に特別な事情があるときは、別に定めるところにより授業料及

び諸経費の全部又は一部の納入を免除することができる。 



（物品の弁償） 

第 34条 校長は、生徒が、本校の校舎若しくは校有物品を損傷又は紛失した場合には、

その情状により、その全部若しくは一部を弁償させることができる。 

 

第６章 賞罰 

 

（表彰） 

第 35 条 校長は、学業、人物、その他に優れ、他の模範と認められる生徒を表彰する

ことができる。 

（懲戒） 

第 36 条 校長及び職員は、教育上必要があると認めるときは、生徒に対し懲戒を加え

ることができる。 

２ 生徒に対して行う懲戒のうち、退学、停学及び訓告の処分は、校長がこれを行う。 

３ 前項に規定する退学の処分は、次の各号に該当する生徒に対して行うことができ

る。 

 （1）学力劣等で、成業の見込みがないと認められる生徒 

 （2）正当な理由がなく、学習指導に定める科目の履修が常でない生徒 

 （3）学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した生徒 

（4）性行不良で改善の見込みがないと認められる生徒  

 

第７章 教員組織 

 

（職員） 

第 37条 本校に次の職員を置く。 

 （1）校長 1人 

 （2）教頭 1人以上 

（3）教諭 17人以上 

 （4）事務長 1人 

 （5）事務職員 1人以上 

 （6）学校医 1人 

 （7）学校歯科医 1人 

 （8）学校薬剤師 1人 

２ 本校には、前項に掲げる職員の他に、必要な職員を置くことができる。 

３ 第一項第三号に掲げる教諭は、その五分の一を超えない範囲で、助教諭又は講師 

  を以てこれに代えることができる。 

 



第８章 自己点検等 

 

（自己点検等） 

第 38条 本校はその教育水準の向上を図り、本校の教育目標を実現するため、教育活動そ

の他の学校運営の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとす

る。 

２ 前項の点検及び評価を行うに当たっては、前項の趣旨に即し、適切な項目を設定し 

 て行うものとする。  

 

第 8章 補則 

 

（雑則） 

第 39条 この規則の施行に関し必要な事項は、校長が別に定める。  

２ 学則は、本校のホームページに掲載する方法により周知する。 

 

附則 

１ この学則は、平成 20年 4月 1日から施行する。 

２ この学則は、令和 7年 4月 1日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別表 1） 

 



（別表 2） 

 

入学検定料及び授業料・諸経費 

 

（1） 入学検定料 

１０，０００円 

 

（2） 授業料・諸経費 

                 単位：円 

 普通科 

入 学 金 ５０，０００  

授 業 料 ２５０，０００  

教 材 実 習 費 ６２，５００  

施設・設備維持費 ３０，０００  

計 ３９２，５００  

 

・入学金は初年度のみとする。 

・授業料は 1単位につき 10,000円とする。 

・履修した単位数に応じ 1単位 2,500円の教材実習費をスクーリング費用と 

して徴収する。 

         ・上記授業料及び教材実習費は 1年間に 25単位履修と試算した場合。 

      

 

 

 

 

 

平成 20年 4月 1日施行 

平成 23年 4月 1日改正・施行 

平成 31年 4月 1日改正・施行  

令和 7年 4月 1日改正・施行 

 

 


